
5．三位一体の改革に伴う医政局関係補助金の改革について  

平成18年度の三位一体改革について  

・平成17年11月30日に政府・与党間で合意。  

・12月1日に国と地方の協議の場に提示、了解。  

政府・与党合意（抄）  

1．国庫補助負担金の改革について  

（2）各分野   

ロ．社会保障  

児童扶養手当（3／4→1／3）、児童手当（2／3→1／3）、施設整備責及び施設介護給付責等につ  

いて、国庫補助負担金の改革及び税源移譲を実施する。  
生活保護の適正化について、国は、関係者協議会において地方から提案があり、両者が一致  

した適正化方策について速やかに実施するとともに、地方は生活保護の適正化について真筆  

に取り組む。  

その上で、適正化の効果が上がらない場合には、国（政府・与党）と地方は必要な改革につい  

て早急に検討し、実施する。   

ハ．施設費  

建設国債対象経費である施設費については、地方案にも配慮し、以下の国庫補助負担金を  

税源移譲の対象とする。その際には、廃止・減額分の5割の割合で税源移譲を行うものとする。  

また、上記の施設費について廃止・減額し、税源移譲を行う場合には、関連する運営糞等の  

経常的経費についても併せて見直しを行う。  
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廃止■縮減国庫補助（負担）金  

経常的な国庫補助（負担）金  

○医療施設運営貴等の一部  

・救命救急センター（公立分）、病院内保育所運営費（公的分）  

○医療施設等設備整備費補助金の一部  

・医療機器（公立分、ただし、へき地、遠隔医療に係るものを除く）  

○疾病予防対策事業費等補助金の一部  

・地域保健推進特別事業等に係る経責  

○在宅福祉事業費補助金の一部  

29億円  

10億円  

26億円  

17億円  
介護予防一地域支え合い事業の一部、日常生活用具給付等事業（老人分）  

○保健衛生施設等設備整備糞補助金の一部  

・地方中核循環器病センター等に係るもの（公立分）  

○身体障害者保護責負担金の一部  

・身体障害者適正判定等事業責、訪問診査責  

○次世代育成支援対策交付金の一部  

・延長保育加算（公立分）  

○医療関係者養成確保対策貴等補助金の一部   

■看護師等養成所運営責（公的分）  

0．3億円  

1億円  

20億円  

5億円  

計 109億円  

施設整備費  

○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の一部  

・特別養護老人ホーム、老人保健施設等に係る経責   

○その他  

・次世代育成支援対策施設整備交付金のうち、公立保育所、児童相   
談所（一時保護施設分を除く）、婦人相談所（一時保護施設分を除く）   

に係る経費  

1保健衛生施設等施設整備費補助金のうち、保健所、市町村保健セ   
ンターに係る経費  

・医療施設等施設整備費補助金のうち、公立施設（へき地関係を除く）、   
養成所施設（公的分）等に係る経費  

・社会福祉施設等施設整備車補助・負担金のうち、公立の障害者施設   
等に係る経費  

390億円  

110億円  

計 500億円  

一39一   



○三位一休の改革について  

廃止・縮減国庫補助金（医政局分）  

経常的な国庫補助金  

・医療施設等設備整備章補助金（公立分）の一部  

（医療機器（へき地・遠隔医療に係るものを除く））  

10．0億円  

・医療関係者養成確保対策費等補助金（看護師等養成所運営費（公的分））4．9億円  

医療施設運営費等補助金（救命救急センター（公立分））   

※新型救命救急セント、心鵬及び辟中専門医確保事業、外臥の未収金に係る救急医療措置雛含む。  

28．2億円  

・医療施設運営費等補助金（病院内保育所運営費（公的分））  1．1億円  

計  44．2億円  

施設整備費  

・医療施設等施設整備費補助金（公立・公的）の一部   

（公立分）   

41．1億円   

郎夜間急患センター、病院群舶制甜、共綱用船、救棚急センター、小児鵬医療鮎病臥がん診療施設、医印リハビリテーション施設、  

不足病床地区病院、特定地域病院、腎移植施設、小児医療施設、周産期医療施臥特殊病室施設、基幹絹医療セント、地域絹医療セント、乳幼児一時  

掛り施設、医療舶耐震工事等、朗調整室  

（公立■公的分）   

共嗣憫施設（開放型病棟等）、看護師等養成所、院内感染対報臥看謝勤務朗改善、看細線研修医のための研修施設、離研修病院、   

撼施設、歯科衛生士養成所、医師離研修病院研修医環境整備、医療機器管理室、内視酬鵬設  

（事項廃止）   

看鮒共同利用保育船、救急救命士養成所、理学療法士寄書成所  

計  85．3億円  
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単独補助金、統合補助金及び交付金について（匡政局分）  
（単位：千円）  

平成18年度予草案  

（項）厚生労働本省  25，514，488  

平成17年度予算  

（項）厚生労♯本省  26，628，943  

（目）地域診療情報連携推進費補助金  229，860  （目）地域診療情報連携推進費補助金  

（項）保健衛生施設整備費  11，678，447  （項）保健衛生施設整備費  15，382，020  
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医療提供体制施設整備交付金（交付金化）の創設  

平成17年度  平成18年度予定額   
0千円 → 11，178百万円   

従前の医療施設等施設整備費を組み替え、新たに「医療提供体制施設整備交付金」を創  

設し、都道府県が自主性・裁量性を発揮できる助成制眉の仕組みを算定   

これまでの医療施設等施設整備真にかわり、新たな医療計画制度の実効性  
を確保し、医療提供体制と地域保健及び健康増進体制との連携強化を図る観点  
から、都道府県の作成した「医療計画に基づく事業計画」により、救急医療施設、  
周産期医療施設等の施設整備を支援する医療提供体制施設整備交付金を創設  
する。   

面  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

都道府県は‖墓■訃音に基づく事董計画」を策定  
吊  

一  ‖  

注意）：公立及び公的立が補助対象とならない事業も含まれてい  

交付金対象事業区分   

休日夜間急患センター   看護師等養成所   地域災害医療センター   

病院群輪番制病院   腎移植施設 治験施設   

共同利用型病院   小児医療施設   歯科衛生士養成所   

救命救急センター（新型を含む）  周産期医療施設   乳幼児健康支援一時預かり施設   

小児救急医療拠点病院   院内感染対策施設   医療施設耐震工事等   

がん診療施設   看護師勤務環境改善   医療機器管理室   

医学的リハビリテーション施設   看護師宿舎   内視鏡訓練施設   

不足病床地区病院   医療施設近代化施設   ㊨小児救急専門病床施設   

特定地域病院   特殊病室施設   ㊨医療施設耐震整備   

共同利用施設（開放型病棟等）   基幹災害医療センター   ㊨アスベスト除去等整備   
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平成17年度  平成18年度予定額   

0千円 →  12，958百万円  

従前の医療関係者養成確保対策費等補助金、医療施設運営費等補助金、地域医療対策  

等補助金、医療施設等設備整備費補助金及び歯科保健医療事業費補助金などを統合補助金  
として一本化することにより、都道府県が自主性・裁量性を発揮できる助成制度の仕組みを  
策定   

これまで医療施設等に対しては医療施設運営糞等補助金等によって、救急医療等の経常的  
な経費的な経費の補助を行ってきたところであるが、都道府県が作成する「医療計画に基づく  

事業計画」により、都道府県による主体的かつ弾力的な事業運営を行えるようこれまでの医療  
施設運営責等補助金等について補助基準の緩和等を図った医療提供体制推進事業費補助金  

を創設する。  

注意）：公立及び公的立が補助対象とならない事業も含まれてい  

（日）医療提供体制堆進事業費補助金  12，958，464千円  

1看護職員就労等対策費等  

2 医療連携体制推進事業（17’医療計画推進対策費）  

3 救急医療対策責  

4 病院内保育所運営費  

5 公的病院特殊診療部門運営費等  

6 医療提供体制設備整備糞  

7 歯科保健対策費  

1，095，867  

646，399   

8，425，847   

1，227，747  

295，922  

766，602  

500，080  
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＞ 新たなに創設する統合補助金の事業については、前項の「Ⅳ 医療提供体制推進事業費補助  
金の事業構成」で説明したところであるが、「6 医療提供体制設備整備費（従前の医療施設等設  
備整備費）」はさらに細分化された事業区分（いわゆるメニュー事業）が補助対象となる。  

補助対象事業区分   

休日夜間急患センター   共同利用施設（高額医療機器）   基幹災害医療センター   

病院群輪番制病院   HLA検査センター   地域災害医療センター   

共同利用型病院   人工腎臓不足地域   歯科衛生士養成所初産設備   

救命救急センター（新型を含む）   小児医療施設   環境調整室   

高度救命救急センタ⊥   周産期医療施設   内視鏡訓練施設   

小児救急医療拠点病院   看護師等養成所初度設備   ㊨NBC災害・テロ対策設備   

小児救急遠隔医療設備   看護師等養成所教育環境改善  ㊨小児救急専門病床設備   

がん診療施設   理学療法士等養成所初度設備 

医学的リハビリテーション施設   院内感染対策設備  

＞ 補助率 1／21／3 定額（1／21／310／10）定額   

＞ 交付先 都道府県  
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6．地域における医師の確保に係る取組について  

1．地域や診療科による医師偏在問題について  

○ へき地・離島など特定の地域や小児科・産科など特定の診療科における医師の偏在問題については、   
平成17年12月1日に取りまとめられた「医療制度改革大綱」（政府・与党医療改革協議会）に   
おいても、地域の実情に応じた医師確保策を総合的に講じていくべきことが指摘されるなど、早急な   

対応が求められている大きな課題であると認識しており、厚生労働省では、総務省及び文部科学省と   
「地域医療に関する関係省庁連絡会議」を設置し、積極的な取組を進めてきている。  

◆ 地域医療に関する関係省庁連絡会議  （平成15年11月設置。現在までに9回開催）  

（1）趣旨  
医師の確保が困難な地域における医療の確保を推進するための諸課題について関係省庁が十分に連携■   

調整し、具体的な取組を推進する。  

（2）構成員  

○ 厚生労働省医政局長、大臣官房審議官（医政担当）、総務課長、指導課長、医事課長   
雇用均等・児童家庭局母子保健課長  

○ 総務省大臣官房審議官（公営企業・財務担当）、自治財政局地域企業経営企画室長  
○ 文部科学省大臣官房審議官（高等教育局担当）、高等教育局医学教育課長、大学病院支援室長  
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2．「医師確保総合対策」の取りまとめ  

○ 地域医療に関する関係省庁連絡会議においては、平成17年8月に「医師確保総合対策」を取り   
まとめたところであり、同対策に盛り込んだ内容は、できるものはすぐに着手するとともに、平成  

18年度予算や今通常国会に提出中の医療法等改正法案に盛り込み、具体化を図ることとしている。  

◆「医師確保総合対策」の主な事項  

（1）地域の実情に応じた具体的な取組の推進  
○ 医療対策協議会の制度化  

（2）医療計画制度の見直しを通じた医療連携体制の構築等  
○ 医療計画による実効性ある地域医療の確保■医療連携体制の構築  
○ 医療資源の集約化・重点化の推進と地域内協力体制の整備  

（3）へき地医療や小児救急医療等に対する関係者の責務の明確化と積極的評価  

（4）養成■研修課程における医師確保対策  

○ 医学部定員の地域枠の拡大（地域による奨学金の有効活用）、自治医大の定員枠の見直し等  

（5）へき地医療等lこ対する支援策の強化  

○ へき地医療支援機構の診療支援機能の向上（代診医の派遣等）  

○ 都道府県による医師派遣  
○ 情報通信技術（け）による診療支援等  

（6）診療報酬lこおける適切な評価  

（7）牒き方の多様化への対応  
○ マッチングの推進、仕事と育児を両立できる就労環境の整備、女性医師バンク（仮称）事業の創設等  

（8）医師の業務の効率化  

○ 医療関係職種や事務職員との役割分担と連携等  

（9）その他  

○ へき地等における人員配置標準の特例等  
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3．小児科・産科医師確保が困難な地域における当面の対応について  

○ 地域医療に関する関係省庁連絡会議では、「医師確保総合対策」の中でも特に早急な対応が求   
められている小児科一産科医師の確保については、医療資源の集約化■重点化を推進することが、   

住民への適切な医療の提供を確保するためには当面の最も有効な方策と考えられることから、関係の  学会や医会 、関係団体の有識者の参画を得たワーキンググループを設けて検討を重ね、平成17年  
12月2日に報告書を取りまとめ、同月22日付けで、厚労省・総務省一文科省の担当局長連名通知を   
各都道府県知事あてに発出し、積極的な取組を依頼したところ。  

◆ 小児科■産科における医療資源の集約化・重点化に関するワーキンググループメンバー  

ふじむら 藤村  
まさのり  

正哲 社団法人 日本小児科学会理事  

璧
隆
れ
清
欒
弼
欒
意
掴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
 
 

だ
 
 

欒
班
M
禦
鰻
…
甜
…
酎
…
 
 

社団法人 日本産科婦人科学会監事  

社団法人 日本医師会常任理事  

社団法人 日本小児科医会副会長  

社団法人 日本産婦人科医会常務理事  

社団法人 日本病院会常任理事  

社団法人全日本病院協会会長  

社団法人全国自治体病院協議会会長  

社団法人地域医療振興協会理事長  

小山田  
よしあら  

吉新 通康  

※「地域医療に関する関係省庁連絡会議」の課室長級の者に、上記の有識者を加えて構成。  
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◆「小児科・産科における医療資源の集約化・重点化の推進について」（通知）の概要  

（1）主 体  

地域医療の確保という観点から、都道府県が主体となり、基本的に、市町村、住民代表、医療関係団体等   
の関係者から成る地域医療対策協議会を活用して、検討すること。   

（2）対 象  
公立病院を中心とし、地域の実情に応じて他の公的な病院等も対象とすること。   

（3）スケジュール  

平成18年度末を目途に、集約化・重点化の必要性の検討を行い、その実施の適否を決定した上で、具体   
策を取りまとめ、平成20年度までに取りまとめられる医療計画に、当該具体策を記載すること。   

（4）集約化・重点化計画の策定  

集約化・重点化計画の策定に当たっては、小児科・産科医師の確保が困難な地域について圏域を設定し、   
当該圏域ごとに、診療機能を集約化・重点化して分野別に特化した小児医療又はハイリスク分娩を中心とし   
た産科医療を担う病院としてー連携強化病院」と、必要に応じ連携強化病院に一定の機能を移転する病院とし   
て「連携病院」とを設定すること。  

なお、圏域においては、集約化・重点化計画において設定した連携弓削ヒ病院と連携病院にとどまらず、   
診療所を含めた地域の連携体制を構築するものとすること。   

（5）その他  

ア 集約化・重点化については、全国一律に実施するものではなく、当該地域における必要性を勘案して、   
都道府県において検討の上、実施の適否を含めて検討するものであるとと▼もに、小児科・産科医師の確保   
が困難な地域において当面の小児科・産科の医療確保を行うための緊急避難的な対策であること。  

イ 産科においては、地域偏在が著しい場合には、都道府県域を越えたブロック単位での集約化一重点化を   
考える必要があること。  
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4．医療法等改正法案における対応  

○ 今通常国会に提出中の「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する   
法律案」においては、地域医療に関する関係省庁連絡会議の「医師確保総合対策」（平成17年8   
月）を踏まえた、政府・与党医療改革協議会の「医療制度改革大綱」（平成17年12月1日）や   
社会保障審議会医療部会の「医療提供体制に関する意見」（平成17年12月8日）に沿って、以下   
のような対応策を講ずることとしている。  

◆ 医療法等改正法実における医師不足問題への主な対応  

（1）都道府県   

○ 医療計画の記載事項として、当該都道府県において特に必要と認める事業を重点的に位置付け   
○ 救急医療等ごとの医療連携体制の構築（小児科・産科における医療資源の集約化・重点化等）   

○ 医療連携体制の構築に当たっての、医療従事者等地域の関係者による協議の実施についての責務   
○ 救急医療等の医療従事者確保等のための、医療関係者による協議（医療対策協議会）の制度化   

（2）公的医療機関   

○ 医療対策協議会における協議を踏まえて都道府県が実施する、救急医療等の医療従事者確保等のため  
の施策に協力をする義務   

（3）開設者・管理者（医療提供施設）   

○ 医療連携体制の構築のために必要な協力をする努力義務   

（4）医療従事者   

○ 医療対策協議会における協議を踏まえて都道府県が実施する、救急医療等の医療従事者確保等のため  
の施策に協力をする努力義務   

※ このほか医療法施行規則（厚生労働省令）改正事項として、以下のような人員配置基準の緩和を予定。   
○ 関係法による指定を受けた過疎地域等、医師の確保が困難と判断できる地域に所在する医療機関に  

ついて、都道府県知事が、全国一律のものより緩やかな独自の医師配置標準を設定できる制度の新設  
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5．平成18年度診療報酬改定における対応  

○ 平成18年1月11日、厚生労働大臣から中央社会保険医療協議会（以下「中医協」という。）に   
対し、昨年末の予算編成過程で政府決定された改定率と、社会保障審議会医療保険部会・医療部会に   
おいて策定された「平成18年度診療報酬改定の基本方針」（平成17年11月25日）に基づいて   
診療報酬点数の改定案を作成するよう、諮問が行われたことを受けて、中医協診療報酬基本問題   
小委員会において、1月18日に「平成18年度診療報酬改定に係る検討状況について（現時点の   
骨子）」が取りまとめられた。   

○ その後、医療の現場や患者等国民の意見を踏まえながら幅広く議論を進めるという観点から、   
意見募集が行われたところ（1月18日～27日）。  

◆ 平成18年度診療報酬改定の基本方針（平成17年11月25日）（抄）  

2 4つの視点から見た平成18年度改定の基本方針  

勤 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点  

○ 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域については、国民の安心や制度の   
持続可能性を確保し、経済・財政とも均衡がとれたものとするといった観点も踏まえつつ、その評価の   
在り方について検討していくことが必要である。   

○ 例えば、産科や小児科、救急医療等については、診療科・部門による医師の偏在により地域において   
必要な医療が確保されていないとの指摘があることも踏まえ、特に休日、夜間等における医療機関の   
連携体制を確保していく観点からも、これらの領域に対する診療報酬上の適切な評価について検討する   
べきである。  
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◆ 平成18年度診療報酬改定率（平成17年12月18日）（抄）  

○全体改定率概ね▲3．2％  

うち、言郷（▲1・36％）  
（各科改定率 医科▲1．50％）  

（参考）具体的な配分に当たっては、「医療制度改革大綱」（注）に沿って、小児科・産科・麻酔科や  
救急医療等の医療の質の確保、（中略）等に配慮する。  

（注）「医療制度改革大綱」（平成17年12月1日、政府・与党医療改革協議会）（抄）  

Ⅴ．診療報酬等の見直し  
1．診療報酬改定  

平成18年度の診療報酬改定については、賃金・物価の動向等の昨今の経済動向、   
医療経済実態調査の結果、さらに保険財政の状況等を踏まえ、引下げの方向で検討し  
措置する。  

改定に当たっては、小児科・産科■麻酔科や救急医療等の医療の質の確保に配慮  
する。  
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◆ 平成18年度診療報酬改定に係る検討状況について（現時点の骨子）（平成18年1月18日）（抄）  

Ⅲ 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方lこついて検討する視点   

Ⅲ－1 小児医療及び小児救急医療に係る評価について  

○ 診療報酬体系を簡素化する観点から、乳幼児加算と時間外加算、休日加算及び深夜加算とを併せて算定   
する場合には、新たに乳幼児時間外加算（仮称）、乳幼児休日加算（仮称）及び乳幼児深夜加算（仮称）   
を算定することとし、乳幼児加算については、時間外、休日又は深夜以外に衰定することとする方向で   
検討する。  

○ 小児医療の提供体制の確保を図る観点から、  
・ 小児入院医療管理料の評価を引き上げる  

・小児入院医療管理料の算定要件となっている小児科の医師の常勤要件について、複数の小児科の医師  
が協同して常勤の場合と同等の時間数を勤務できている場合には、常勤として取り扱うこととする   

方向で検討する。  

○ 地域における小児医療の集約化及び重点化を図る観点から、地域連携小児夜間・休日診療料について、   
専門的な小児医療や小児救急医療を担うなど、地域における小児医療において中核的な役割を担う病院に   
係る評価を引き上げる方向で検討する。  

○ 特に深夜における小児救急医療に係る評価を充実する観点から、小児科を標模する保険医療機関に   
ついては、小児に対する初再診に係る乳幼児深夜加算（仮称）の評価を引き上げる方向で検討する。  

○ 新生児及び乳幼児に対する手術について、成人に対する手術に係る評価に一律の比率で加算が設けられ   
ている現行の取扱いを改め、   
・ 個々の手術の特性に応じて加算を設ける取扱いとする中で、新生児及び乳幼児に対する手術に係る  

評価を見直す  

・低出生体重児に対して手術を行う場合の加算を新たに設ける   

方向で検討する。  

○ 新生児及び乳幼児に対する検査、処置等に係る評価を引き上げる方向で検討する。  
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Ⅲ－2 産科医療に係る評価について   

○ 合併症等により母体や胎児の分娩時のリスクが高い分娩（ハイリスク分娩）の妊婦に対する分娩管理に  
ついて、診療報酬上の評価を新たに設ける方向で検討する。   

○ ハイリスク分娩の妊婦が入院した場合について、入院先の保険医療機関の医師と紹介元の保険医療機関  
の医師が共同で診療を行った場合の診療報酬上の評価を新たに設ける方向で検討する。  

Ⅲ－3 麻酔lこ係る評価lこついて   

○ 麻酔に係る技術を適切に評価する観点から、  
麻酔管理料の評価を引き上げる   

・ マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔について、重症の患者に対して麻酔を行う場合の  
加算を新たに設けるとともに、加算の対象となる手術の範囲を拡大する  

方向で検討する。  
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6．平成18年度予算（案）における対応  

○ 平成17年12月24月に決定された平成18年度予算（案）においては、「医師確保総合対策」等   

を踏まえ、以下のような施策に係る所要の予算額を計上したところ。  

◆ 平成18年度予算（案）における主な医師確保対策関係施策  

（1）医師再就業支援事業の実施（新規）  124百万円  
○ 女性医師のライフステージに応じた就労を支援するため女性医師バンク（仮称）を設立するほか、  

離職医師の再就業を支援するための講習会を実施する。  

（2）JN児科・産科医療体制整備事業の実施（新規）  （母子保健医療対策等総合支援事業に一括計上）  

○ 小児科医・産科医の不足に対応するため、医師の確保策、女性医師の就労支援策など、都道府県に  
おける小児科医療・産科医療の体制整備に必要な経費の補助を行う。  

（3）小児救急医療啓発事業（新規）  89百万円   
○ 乳幼児の保護者に対して、小児の急病時の対応方法等についての講習会を実施するとともに、小児の  

急病時における対応ガイドブックを作成■配布する。  
（4）／卜児救急電話相談事業  434百万円  

○ 地域の小児科医により夜間において行われる小児患者の保護者等向けの電話相談体制を整備（全国  
同一短縮番号（♯8000）により実施）し、地域の小児救急医療体制の補強を推進する。  

（5）へき地医療支援機構の診療支援機能の向上  477百万円  
○ 都道府県が設置するへき地医療支援機構による代診医の派遣調整業務の充実強化及び機構に所属する  

医師のへき地診療所への代診等診療支援機能の充実を図る。  

（6）へき地■離島診療支援事業  32百万円  
○ へき地一離島診療所に勤務する医師からの診療相談に24時間応えることができる体制を、  

（社）地域医療振興協会に整備する。  

（7）退職医師の活用  15百万円  
○ へき地・離島への医師の供給を促進するため、定年等で退職した医師の再就職のための再教育等の  

充実を図る。  
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7．「第10次へき地保健医療計画」（平成18～22年度）の策定  

○ へき地保健医療対策については、「へき地保健医療対策検討会」において、平成17年1月から  
7回にわたって検討を重ねた結果、同年7月に報告書が取りまとめられ、「医師確保総合対策」等に  

反映されているところである。  

○ 今後は、同報告書を踏まえ、今年度末までに厚生労働省において策定される「第10次へき地保健  
医療計画」（平成18～22年度）の趣旨を踏まえ、各都道府県において、医療計画の所要の見直し  

が行われることとなる。  

8・医師需給見通しの見直し  

○ 医師の需給の見通しについては、医療の質と量の変化、女性医師の増加等医師の需給をとりまく  
状況や、地域や診療科による偏在等を総合的に勘案した見直しを行うため、平成17年2月から  
「医師の需給に関する検討会」において検討を行っている（現在までに11回開催）。  

○ 医師の偏在による特定の地域や診療科における医師不足など、喫緊の課題としてできる限り早期に  
手当てすべきと考えられるものに関する施策については、同年7月に中間報告書が取りまとめられ、  

「医師確保総合対策」等に反映されているところであるが、現在、最終報告書の取りまとめに向け、  
引き続き検討を進めている。  
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